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債権法改正 Part３連帯保証に関する改正（保証極度額） 
 

１ 概要 

 平成 32 年（2020 年）4 月 1 日施行が予定されている債権法分野の民法改正のうち、不動産オーナーに特に影響

が出てくる「賃貸借契約の保証の極度額設定」について、国土交通省が参考資料を公表しました。（平成 30 年 3 月

30 日）この民法改正に当たって、賃貸人が行わなければならない対応等について、当該資料を踏まえて確認させて

頂きます。また、その他の民法改正の内容については、TMB ニュース No.483・484 をご参照下さい。 

２ 連帯保証の極度額設定に関する改正と参考数値について 

改正による以下の規定は、賃貸借契約に基づく賃料や損害賠償債務等を保証する連帯保証人にも適用されます。

そのため、①保証金に関する極度額の協議、②賃貸契約書への極度額の記載を行う必要が生じてきます。 

・個人の根保証は極度額を限度として責任を負うこと。（改正民法 465 条の 2 第 1 項） 

・極度額の定めのない保証契約は無効となること。（同条の 2 第 2 項） 

① 保証金に関する極度額の協議 

連帯保証人に対する保証について、現在は極度額制限がありませんが、改正後は極度額を定めなければ無効とな

ります。具体的な極度額の設定にあたっては、貸主及び連帯保証人等の当事者間での協議が必要となるため、以下、

国土交通省から参考数値として公表された内容について概要の確認をしてみます。 

（詳細については、国土交通省のＨＰをご参照下さい。） 

【 家賃債務保証業者の損害額に係る調査 】集計件数：20,886 件（損害の生じていない件数は含まれていません。） 

左図は、家賃債務保証業者が借

主に代わって、貸主に支払った滞

納家賃等のうち、借主に求償して

も回収できなかった損害額の調査

結果をまとめたものです。 

 損害額については、家賃債務保

証業者が借主に代わって貸主に支

払った、家賃、共益費、管理費、

駐車場料金、更新料、残置物撤去

費、修繕費、違約金等の総額から、

借主に求償して回収した金額を控

除し、求償から一定期間が経過し、

損害額として判断された残額が計

上されています。 

【 家賃滞納発生に係る調査結果 】家賃滞納が 1,000 件発生したと仮定した場合の、経過期間に対応する回収状

況等。（滞納が生じていない件数は含まれていません。） 

1 ヶ月経過時点 ：一部・全部未回収（57.1 件） 

平均 3.1 ヶ月経過：合意解約提案    平均 4.5 ヶ月経過：合意解約 明渡し完了（8.5 件） 

未納家賃の平均 4.1 ヶ月分 

平均 4.0 ヶ月経過：明渡し訴訟提起（3.8 件） 

  

 

平均 9.1 ヶ月経過：判決確定 強制執行完了（0.8 件）  平均 7.3 ヶ月経過：判決確定 明渡し完了（0.7 件） 

未納家賃の平均 9.7 ヶ月分              未納家賃の平均 7.2 ヶ月分 

強制執行経費平均 50.7 万円 

0 円 4 万円 11.5 万円 17.7 万円 178.4 万円

4 万円 8 万円 19.0 万円 28.2 万円 346.0 万円

8 万円 12 万円 35.6 万円 50.0 万円 418.6 万円

12 万円 16 万円 49.9 万円 71.2 万円 369.3 万円

16 万円 20 万円 64.8 万円 97.3 万円 478.5 万円

20 万円 30 万円 85.8 万円 126.2 万円 606.8 万円

30 万円 40 万円 104.5 万円 156.8 万円 887.4 万円

40 万円 270.0 万円 437.3 万円 2445.3 万円

最高額

損害額（注）月額賃料

－

以上 未満 中央値 平均値
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② 賃貸契約書への極度額の記載 

今回の改正に伴い、改正施行後に新規契約または契約更新を行う賃貸借契約等については、極度額の記載が必要

となります。具体的な記載方法として、国土交通省がひな形として公表している賃貸借契約書の内容は以下の通り

です。（国土交通省ＨＰ：賃貸住宅標準契約書（平成 30 年 3 月版・連帯保証人型）一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

 不動産賃貸業をされているオーナー様や不動産管理業者の方などは、今後新規に賃貸契約を契約する場合は

もちろん、契約更新時にも注意が必要となります。改正後の賃貸契約においては「保証の極度額の設定」、「賃

貸契約書への明記」をしていなければ、連帯保証は無効となり、もしもの時に家賃等の回収が出来なくなって

しまいます。民法改正の施行予定まで、あと２年弱。今から契約内容の確認や、賃借人・連帯保証人の方への

連絡を始められては如何でしょうか。そうすれば、改正後の更新時に賃借人や保証人と行う、極度額について

の話し合いがスムーズにまとまるかもしれません。 

賃貸住宅契約書 

頭書 ・・・ 

（〇〇）連帯保証人及び極度額 

　住　所　 〒

　氏　名  電話番号

極度額

連帯保証人

 

・・・ 

（連帯保証人） 

第△△条 連帯保証人（以下「丙」という。）は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を 負担するもの

とする。本契約が更新された場合においても、同様とする。 

 ２ 前項の丙の負担は、頭書（〇〇）及び記名押印欄に記載する極度額を限度とする。 

 ３ 丙が負担する債務の元本は、乙又は丙が死亡したときに、確定するものとする。 

 ４ 丙の請求があったときは、甲は、丙に対し、遅滞なく、賃料及び共益費等の支払状況や滞 納金の額、損害

賠償の額等、乙の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければならない。 

・・・ 

 

下記貸主（甲）と借主（乙）は、本物件について上記のとおり賃貸借契約を締結し、また甲と連帯保証人（丙）

は、上記のとおり乙の債務について保証契約を締結したことを証するため、本契約書３通を作成し、甲乙丙 

記名押印の上、各自その 1 通を保有する。 

 

 

平成  年  月  日 

 

貸 主 （甲）    住  所   〒 

氏  名                    印 

電話番号 

 

借 主 （乙）    住  所   〒 

氏  名                                      印 

電話番号 

 

連帯保証人（丙）   住    所   〒 

氏    名                     印 

電話番号 

極 度 額 

 

http://www.mlit.go.jp/common/001227822.pdf

